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第１章 総則

（趣旨）



第１条 この訓令は、条約に基づいて日本国にある外国

軍隊（以下「駐留軍」という。）の使用に供する施設

及び区域の提供に伴う維持及び保存並びにその返還に

伴う原状回復（以下「提供施設の管理」という。）、

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭和

４９年法律第１０１号）第６条の規定による緑地帯そ

の他の緩衝地帯（以下単に「緩衝地帯」という。）の

整備等に係る工事の事務処理手続に関し必要な事項を

定めるものとする。

（適用）

第２条 提供施設の管理、緩衝地帯の整備等に係る工事

の事務処理については、法令又はこれらに基づく特別

の定めのあるもののほか、この訓令の定めるところに

よるものとする。

（定義）

第３条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

（１） 提供財産保全等工事 次に掲げる工事をいう。



ア 提供施設の管理のために行う工事のうち、

建築工事及び土木工事並びにこれらに付随す

る工事

イ 提供施設の管理のために行う工事のうち、

駐留軍の用に供した施設及び区域の返還に伴

い、当該土地の上に所在する防衛省所管国有

財産の取壊しその他必要な当該土地の原状回

復のために行う工事（土壌汚染等の調査を含

む。)

ウ 緩衝地帯の整備及びその他自衛隊の施設又

は駐留軍の使用に供する施設及び区域の運用

に資するための行政財産の管理のために必要

な工事のうち、建築工事及び土木工事並びに

これらに付随する工事

エ 駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得

に伴い必要となる工事のうち、建築工事及び

土木工事並びにこれらに付随する工事

（２） 管理工事 次に掲げる工事をいう。



ア 提供施設の管理のために行う工事のうち、

前号ア及びイに掲げるもの以外のもの

イ 緩衝地帯の整備及びその他自衛隊の施設又

は駐留軍の使用に供する施設及び区域の運用

に資するための行政財産の管理のために必要

な工事のうち、前号ウに掲げるもの以外のも

の

ウ 自衛隊の施設及び駐留軍の使用に供する施

設及び区域の取得に伴い必要となる工事のう

ち、前号エに掲げるもの以外のもの

エ 沖縄県の区域内における位置境界不明地域

内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関す

る特別措置法（昭和５２年法律第４０号）第

２条第３項に規定する駐留軍用地等に係る各

筆の土地の位置境界の明確化に伴い必要とな

る工事

（整備計画局の技術的協力）

第４条 整備計画局は、前条第１号に掲げる提供財産保



全等工事の実施について、技術的協力を行うものとす

る。

第２章 提供財産保全等工事の事務処理手続

（予算概算要求資料の作成）

第５条 地方協力局長は、提供財産保全等工事に係る予

算概算要求書の資料を作成する場合には、当該工事の

計画内容、基準及び単価等について、整備計画局長の

技術的協力を求め、その意見を聴くものとする。

（提供財産保全等工事計画書の作成等）

第６条 地方協力局長は、財政法（昭和２２年法律第３

４号）第３４条の２第１項の規定に基づく支出負担行

為の実施計画（以下「実施計画」という。）の財務大

臣承認の通知があったときは、速やかに別記第１号様

式に従い、提供財産保全等工事計画書（財政法第１５

条第５項に定める国庫債務負担行為のうち歳出化経費

を除く。以下同じ。）を作成し、地方防衛局長及び地

方防衛支局長（長崎防衛支局長を除く。以下「地方防

衛局長等」という。）に通知するとともに、その写し



を整備計画局長に送付するものとする。

（提供財産保全等工事の実施）

第７条 地方防衛局長等は、前条の規定により通知を受

けた提供財産保全等工事計画書に基づき、提供財産保

全等工事を行うものとする。

（提供財産保全等工事計画書の変更）

第８条 地方防衛局長等は、提供財産保全等工事の実施

に当たり、必要と認めるときは、別記第２号様式に従

い、提供財産保全等工事計画変更申請書を作成し、地

方協力局長に提供財産保全等工事計画書の変更を申請

するものとする。

２ 地方協力局長は、前項の申請があった場合には、第

６条の定めるところに準じて、別記第３号様式に従い、

変更提供財産保全等工事計画書の作成等を行うものと

する。

３ 第７条の規定は、変更提供財産保全等工事計画書に

ついて準用する。

（提供財産保全等工事計画書の変更手続を要しない場



合）

第９条 前条の規定にかかわらず、実施計画に定める経

費の範囲内であり、かつ、提供財産保全等工事計画書

（変更提供財産保全等工事計画書を含む。以下同じ。

）の内容に著しい変更がないときは、地方防衛局長等

は、提供財産保全等工事計画書の変更手続をとること

なく処理することができる。

（提供財産保全等工事契約締結報告書の提出等）

第１０条 地方防衛局長等は、提供財産保全等工事の契

約を締結した場合は、別記第４号様式に従い、工事契

約締結報告書を作成し、速やかに地方協力局長に提出

するとともに、その写しを整備計画局長に送付するも

のとする。

（提供財産保全等工事完成状況報告書の提出等）

第１１条 地方防衛局長等は、提供財産保全等工事が完

了したときは、別記第４号様式に従い、工事完成状況

報告書を作成し、速やかに地方協力局長に提出するも

のとする。



第３章 管理工事の事務処理手続

（予算概算要求資料の作成）

第１２条 地方協力局長は、管理工事に係る予算概算要

求書の資料を作成する場合には、必要に応じ当該管理

工事の計画内容、基準及び単価等について、整備計画

局長の技術的協力を求め、その意見を聴くものとする。

（管理工事計画書の作成等）

第１３条 地方協力局長は、実施計画の財務大臣承認の

通知があったときは、速やかに別記第５号様式に従い、

管理工事計画書（財政法第１５条第５項に定める国庫

債務負担行為のうち歳出化経費を除く。以下同じ。）

を作成し、地方防衛局長等に通知するものとする。

（管理工事の実施）

第１４条 地方防衛局長等は、前条により通知を受けた

管理工事計画書に基づき、管理工事を行うものとする。

（管理工事計画書の変更）

第１５条 地方防衛局長等は、管理工事の実施に当たり、

必要と認めるときは、別記第６号様式に従い、管理工



事計画変更申請書を作成し、地方協力局長に管理工事

計画書の変更を申請するものとする。

２ 地方協力局長は、前項の申請があった場合には第１

３条の定めるところに準じて、別記第７号様式に従い、

変更管理工事計画書の作成等を行うものとする。

３ 第１４条の規定は、変更管理工事計画書について準

用する。

（管理工事計画書の変更手続を要しない場合）

第１６条 前条の規定にかかわらず、実施計画に定める

経費の範囲内であり、かつ、管理工事計画書（変更管

理工事計画書を含む。以下同じ。）の内容に著しい変

更がないときは、地方防衛局長等は、管理工事計画書

の変更手続をとることなく処理することができる。

（管理工事契約締結報告書の提出等）

第１７条 地方防衛局長等は、管理工事の契約を締結し

た場合は、別記第４号様式に従い、工事契約締結報告

書を作成し、速やかに地方協力局長に提出するものと

する。



（管理工事完成状況報告書の提出等）

第１８条 地方防衛局長等は、管理工事が完了したとき

は、別記第４号様式に従い、工事完成状況報告書を作

成し、速やかに地方協力局長に提出するものとする。

第４章 雑則

（工事についての協力等）

第１９条 地方協力局長は、必要がある場合には、随時、

整備計画局長に対し、管理工事についての技術的協力

を求めることができる。

（委任）

第２０条 この訓令に定めるもののほか、提供施設の管

理、緩衝地帯の整備等に係る工事の事務処理に関し必

要な事項は、地方協力局長及び整備計画局長がそれぞ

れその所掌に属する事務について定めるものとする。

附 則

この訓令は、平成１９年９月１日から施行する。

附 則（平成２７年１０月１日省訓第３９号）

この訓令は、平成２７年１０月１日から施行する。




















